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補助金の申請をされる皆さまへ 

 

補助金の申請にあたっては、「海南市太陽光発電設備等設置事業補助金交付要綱」や「本手引 

き」をよく確認いただき、十分にご理解いただいた上で、補助金受給に関する手続きを適正に行っ

ていただきますようお願いいたします。 

 

１ 補助制度の概要 

 海南市では、再生可能エネルギーの導入（省エネルギー化の促進）により本市における脱炭素化

を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する方に対し、補助金を交付します。 

 太陽光発電設備と蓄電池は同時に設置する場合のみ補助の対象となります。 

 

２ 補助対象設備等 

 

【共通要件】 

・和歌山県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向

け説明会」を受講した事業者によって設置されるものであること。 

・海南市内に設置されるものであること。 

・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 

・各種法令等に遵守した設備であること。 

・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。  

・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。  

・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。 

・令和 8年 12月 25日（金）までに設置を完了し、実績報告をする必要があります。 

 

 

【設備ごとの要件】 

①太陽光発電設備（自家消費型） 

補助対象者 
自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備を

設置する方 

補助対象設備 

・本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。 

※太陽光発電設備のみの申請はできません。 

・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。 

・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の 30%以

上を自家消費すること。 

・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備（屋根一体型太

陽光発電設備を除く。）でないこと。 
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・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 

・太陽光モジュールの JIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワ

ーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が

10kW未満のものであること。 

 なお、増設の場合においては、既存分を含めて 10kW 未満のもの

であること。 

・既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置（リプレース）する場合

は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下の a

～dを満たすこと。 

a リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導 

入に追加性があること 

b. 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること 

c. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平

成23年法律第108号。）に基づく固定価格買取制度の認定（同

制度の買取期間終了後を含む）を受けている場所でないこと。 

d. 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行う

こと。 

・その他国実施要領別紙 2 の 2．ア（ア）に定める交付要件を満た

すこと。 

補助金額 

下記の単価に太陽光モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の

合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか

低い値（kW 単位で小数点以下は切り捨て）を乗じて得た額又は

630,000円のうち、いずれか少ない額。 

７万円/kW（上限 63万円） 

 

②蓄電池 

補助対象者 
自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅に蓄電池を設置する

方 

補助対象設備 

・本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。 

※蓄電池のみの申請はできません。 

・12.5万円/kWh以下（工事費込み・税抜き）の蓄電システムとな

るよう努めること。 

※12.5万円/kWh以下（工事費込み・税抜き）の蓄電システムと

なるよう、複数者からの見積りの取得や、販売事業者に対して条

件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってくだ

さい。 
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・据置型（定置型）のものであること。 

・20kWh以下のものであること。 

・申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII）が戸 

建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業 

で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであるこ 

と。 

・その他国実施要領別紙 2の 2．ア（イ）に定める交付要件を満た

すこと。 

補助金額 

下記の単価に蓄電容量を乗じて得た額。 

蓄電池の価格（工事費込み・税抜き）（円/kWh）（※）×１／３（上

限 47万円） 

※14.1万円/kWh（工事費込み・税抜き）を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【蓄電池の補助金額の算定方法】 

 

例１．蓄電容量 10kWh（家庭用）、130万円(工事費込み・税抜き) 

  130万円÷10kWh=13万円/kWh 

→14.1万円/kWh以下のため、 

  130万円×1/3=43.33･･･万円 

→千円未満の端数を切り捨てた 43万 3千円が補助金額となる。 

 

例２．蓄電容量 12kWh（家庭用）、180万円（工事費込み・税抜き） 

  180万円÷12kWh=15万円/kWh 

    →141.万円/kWhを超えるため、 

  14.1万円/kWh×1/3×12kWh=56.4万円 

  →47万円を超えるため 47万円が補助金額となる。 

 

※「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄

電池部の値で、kWh 単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いるのが適切です。「初期実効容量」

ではないことに注意が必要です。 
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（③コージェネレーションシステム（エネファーム）） 

補助対象者 
自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅にコージェネレーシ

ョンシステム（エネファーム）を設置する方 

補助対象設備 

・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度において登録さ

れているものであること。 

・その他国実施要領別紙 2 の 2．エ（ヌ）に定める交付要件を満た

すこと。 

補助金額 

コージェネレーションシステム（エネファーム）の価格（工事費込

み・税抜き）✕１／２ 

（上限 30万円） 

 

３ 補助対象経費 

補助対象経費は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月 30日環政計発第

2203303号）別表第１に定める経費です。 

なお、機器保証料、消費税額及び地方消費税額等は補助対象外経費となります。 

 

★処分・撤去費について 

設備の更新・入替のように、既存設備の取り外し・処分が新設の設備の設置にやむを得ず必要で

ある場合には、必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、

交付対象となります。 

※新規の設備設置の場合、設置に伴い発生する必要最小限度の配管・配線等の取り外し費用や、これらに 

伴う運搬費用及び処分費用は補助対象 

※有価物（鉄くず等)は処分利益に該当するため補助対象外 

※アスベストの調査費用や家電リサイクル法のリサイクル料金についても、補助対象外 

 

４ 補助金申請の流れ 

 補助金申請の流れは下記のとおりです。 

 ※事業着手（契約・工事着工）は必ず、市からの交付決定日以降にしてください。市からの交付

決定前に事業着手（契約・工事着工）したものは補助対象外となります。ただし、令和８年５

月１日（本市が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日）以降に当該補助事

業に係る契約を締結した場合であって、本市からの補助金の交付の決定を受けた後に補助対象

設備に係る工事に着工する場合は、補助対象として認めます。 

なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い、契約を前提とした系統連系

申込み等についても事業着手とみなしますのでご注意ください。 

 ※令和８年 12月 25日（金）までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となり

ます。 
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海南市  申請者

・補助金等交付申請 
（別記規 第1号  ）
・ 付  

交付決定通  

補助金交付申請
令和８年５月22日（金）～11月30日（月） 1 時15分まで 受付

 査

交付決定通 受領

事業完了・実績報告
下記 、 のいずれか い日の1 時15分まで

 事業完了後 0日を経 する日
 令和８年12月25日（金）

・補助事業等実績報告 
（別記規 第２号  ）
・ 付  

契約・工事着工
 交付決定前に契約・工事着工した場合は補助対象
外となります。
ただし、令和 年5月1日以降に契約した場合で

あって、海南市からの交付決定以降に工事着工する
場合は補助対象として認めます。

（系統連系を行う場合の基本的な流れ）
契約
 

電力申請・系統連系（ 続検討）申込
 

系統連系  
 

工事着工
 

 ー ー交 
 

系統連系
 

発電  
 契約を前提とする系統連系（ 続検討）申込は

事業着手とみなします。

受付

 査

額の確定額の確定通  通 受領

請  提出
補助金等交付請  

（別記規 第３号  ） 受付

補助金の交付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 交付申請について 

 （１）受付期間 

令和８年５月 22日（金）８時 30分から 11月 30日（月）17時 15分まで（先着順） 

※対象は、令和 8年５月 1日（金）以降に契約したもの 

【注意事項】 

    ・海南市役所 ４階 環境課へ直 ご持参ください。（郵送不可） 

・申請  が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。 

・電話での受付は致しません。 

・予算額に達した場合は期間内でも申込を締め切る場合があります。 

 

 （２）提出先 

   海南市役所 環境課（海南市南赤坂 11番地） 
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 （３）提出   

 
太陽光発電設備

（自家消費型） 
蓄電池 

（コージェネレー

ションシステム

（エネファーム）） 

備考 

.交付申請  

（別記規 第(1)号  ） 
○ ○ ○  

事業計画  

（別記第 1号  ） 
○ ○ ○  

自家消費計画  

（別記第２号  ） 
○ - - 

・「年間発電量見込」及び「 

去１年間の電力使用量」の算

定根拠となる資料を 付す

ること。（新築の場合は、「年

間発電量見込」の根拠資料の

み 付すること。） 

収支予算  

（別記第３号  ） 
○ ○ ○  

補助対象設備の設置に係る契

約 の写し 
△ △ △ 

・要綱第９のただし きに該当

する場合は提出すること。 

・契約日が令和 8 年５月１日

以降であること。 

・収入印紙が貼付され、消印が

あるもの。 

・申請者と契約者が同一である

こと。 

・申請者（お客 ）控えである

こと。 

・注文 による場合は，注文請

 とセットになっているこ

と。 

補助対象設備を設置する建物

（又は土地）の登記事項証明  
○ ○ ○ 

・原本（発行日から３か月以内

のもの）。 

・登記情報提供サービスは不

可。 

・登記事項証明 （建物）の種

 が「居宅」であること。 

・設備を建物に設置する場合は

建物のもの、建物以外の土地

に設置する場合は土地のも

のを提出すること。 

・新築等の場合で、申請時に補

助対象設備を設置する住宅

を所有していない場合は、実

績報告時に提出すること。 
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住民票の写し △ △ △ 

・原本（発行日から３か月以内

のもの）で、マイナンバーの

記載がないもの。 

・新築等の場合で、申請時に補

助対象設備を設置する住宅

に居住していない場合は、実

績報告時に提出すること。 

市町村税の完納証明 又は滞

納が無いことを証明する   
△ △ △ 

・令和８年１月１日時点で海南

市に住民票がある方は、本市

で確認が可能なため不要 

・上記以外の方は、令和８年１

月１日時点で住民票がある

市町村で完納証明 又は滞

納が無いことを証明する 

 を取得すること。 

補助対象設備の設置に係る見

積 の写し（内訳の記載がある

もの） 

○ ○ ○ 

・申請者あて発行されたもの

（フルネームを確認できる

こと。）で、申請時において

有効期限内のもの。 

・型番、数量、経費の内訳の記

載があるもの。 

・原 、複数の事業者から見積

をとり、比較を行うこと。 

補助対象設備の配置図及び住

宅の位置図 
○ ○ ○ 

・平面図等に補助対象設備の配

置を示すこと。 

・近隣のランドマーク（公園や

学校等）を含む住宅地図等に

赤枠等で住宅の位置を示す

こと。 

補助対象設備のカ ログ、パン

フレット等の写し（設備仕 が

分かるもの） 

○ ○ ○ 

・該当箇所が分かるようマーカ

ー等で示すこと。 

・冊子の場合は該当ページ以外

に表紙や裏表紙の写しも提

出すること。 

補助対象設備の施工前の住宅

の状況を記録したカラー写真 
○ ○ ○ 

・住宅の全景（正面（玄関位置）

から撮影したもの）及び設備

設置予定箇所の全景を写し

たもの。 

・Web 上の地図サービスにお

ける風景画像は不可。 

・鮮明な写真であること。 

・参考  等の任意  により

提出すること。 

設備設置同意  

（別記第４号  ） 
△ △ △ 

・補助対象設備を設置する建物

又は土地の所有者でない場

合又は共有者がいる場合の

み提出すること。 

誓約 兼同意  

（別記第５号  ） 
○ ○ ○  

相手先登録申請  △ △ △ 
・申請者名義の口座であるこ

と。 
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・市に口座登録がない場合のみ

提出すること。 

交付申請チェックシート ○ ○ ○ 
・市指定の  により提出する

こと。 

○：全員提出 △：該当する者のみ提出 －：提出不要 

 

 

（４）交付申請時の留意事項 

①所有について 

 補助対象設備を設置する建物又は土地の所有者でない場合、若しくは共有者がいる場合は、設備

設置同意 （別記第４号  ）の提出が必要です。 

  

②居住について 

 居住の要件は、住民票の写しにおける住所で確認します。実績報告時において補助対象設備を設

置する住宅の住所と住民票の住所が一致する必要があります。 

 

③カラー写真について 

交付申請時は施工前の写真を、実績報告時は施工前・施工後両方の写真を提出いただきます。 

施工前後で比較できるよう、同じ角度から撮影したものをご提出ください。また、日没後の撮影

等で住宅の全景及び設備設置（予定）箇所がはっきりと確認できない場合は、再度撮影を依頼する

場合があります。 

なお、写真は設備の台数が確認できるよう撮影することとし、特に太陽光発電設備においては、

パネル枚数が確認できるよう撮影してください（一枚の写真に納まりきらない場合は、目印を置い

て複数枚に分けて撮影すること。）。 

 

④申請回数について 

 同一の住宅又は世帯につき、これまで同種の設備において、和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等

導入支援事業補助金又は、海南市太陽光発電設備等設置事業補助金の交付を受けていないことが必

要です。 

（例えば、太陽光発電設備（蓄電池含む）、コージェネレーションシステムの２つの補助対象設

備について、令和６、７年度に太陽光発電設備（蓄電池含む）の補助金の交付を受けた場合、令和

８年度以降に申請できるのは、コージェネレーションシステムのみです。） 

 

⑤補助対象経費の支払方法について 

金銭取引の客観性を担保するため、支払方法は銀行振込とします。 

また、原 、実績報告時までに支払いを完了していることが必要です。ただし、初めから設備が

申請者の所有となる場合に限り、ローンやクレジットによる支払いも補助対象として認めます。 
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６ 補助事業の変更・中止について 

 補助事業の内容を変更しようとする場合や補助事業を中止する場合は、あらかじめ下記の手続

きが必要です。 

 

・補助事業の内容を変更しようとする場合（軽

微な変更を除く。） 

・補助事業に要する経費の配分を変更（当該補

助事業に要する経費の額の 20％以下の増

減を除く。）しようとする場合 

変更 認申請 （別記第７号  ）に変更後の.

事業計画 （別記第１号  ）、.収支予算 （別

記第３号  ）及び当該変更の内容を証する 

 を 付のうえ、提出してください。 

・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場  

 合 

事業中止（廃止） 認申請 （別記第８号  ）

を市まで提出してください。 

・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又

は補助事業の遂行が困難となった場合 
速やかに報告してください。 

・補助金の変更交付を申請しようとする場合 

変更交付申請 （別記第９号  ）に変更後の.

事業計画 （別記第１号  ）、収支予算 （別

記第３号  ）及び当該変更の内容を証する 

 を 付のうえ、市まで提出してください。た

だし、補助金額の増額は認められません。 

 

７ 実績報告について 

 （１）受付期間 

   下記①②のいずれか い日の 17時 15分まで 

① 補助事業の完了の日から 60日を経 する日 

② 令和８年 12月 25日（金） 

※海南市役所 ４階 環境課へ直 ご持参ください。（郵送不可） 

※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。 

 

（２）提出先 

   海南市役所 環境課（海南市南赤坂 11番地） 

    

 

 

（３）提出   

 
太陽光発電設備

（自家消費型） 
蓄電池 

（コージェネレー

ションシステム

（エネファーム）） 

備考 
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実績報告  

（別記規 第(２)号  ） 
○ ○ ○  

事業実績報告  

（別記第 10号  ） 
○ ○ ○  

収支決算  

（別記第 11号  ） 
○ ○ ○  

補助対象設備の設置に係

る契約 の写し 
○ ○ ○ 

・契約日が令和８年５月１日以

降であること。 

・収入印紙が貼付され、消印が

あるもの。 

・申請者と契約者が同一である

こと。 

・申請者（お客 ）控えである

こと。 

・注文 による場合は，注文請

 とセットになっているこ

と。 

補助対象設備の設置に係

る領収 の写し（内訳の記

載があるもの） 

○ ○ ○ 

・申請者あて発行されたもの

（フルネームを確認できる

こと。）で、収入印紙が貼付

され、消印があるもの。 

・領収日、金額、支払い内容、

並びに発行者の氏名、住所及

び押印を確認できること。 

【ローン、クレジットの場合】 

・契約 等の写し 

・ローン（クレジット）会社か

ら販売施工事業者へ入金さ

れたことが分かる   

※設備の所有権が申請者に移

転していることが必要です。 

補助対象設備の保証 の

写し 
○ ○ ○ 

・製造事業者が発行したもの。 

・申請者の氏名及び住所、製造

事業者名、型番、保証  日

及び保証期間を確認できる

こと。 

補助対象設備の施工前・施

工後の住宅の状況を記録

したカラー写真 

○ ○ ○ 

・施工前は、住宅の全景（正面

（玄関位置）から撮影したも

の）及び設備設置予定箇所の

全景を写したもの。 

・施工後は、住宅の全景（正面

（玄関位置）から撮影したも

の）及び設備設置箇所の全景

を写したもの。 

・Web 上の地図サービスにお

ける風景画像は不可。 

・鮮明な写真であること。 

・参考  等の任意  により

提出すること。 

電力系統への連系内容が

確認できる  の写し 
○ ― ― 

・非 FITであること、系統連系

  日が分かるもの。 

・申請者と発電者（電力需給契

約者）が同一であること。 
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・発電場所と設置場所が一致し

ていること。 

太陽光発電設備と直 連

携していることを確認で

きる   

― ○ ― 
・構造図・配線図・結線図等の

写し。 

補助対象設備を設置する

建物（又は土地）の登記事

項証明  

△ △ △ 

・原本（発行日から３か月以内

のもの）。 

・登記情報提供サービスは不

可。 

・登記事項証明 の種 が「居

宅」であること。 

・設備を建物に設置する場合は

建物のもの、建物以外の土地

に設置する場合は土地のも

のを提出すること。 

・新築等の場合で、申請時に提

出していない場合のみ提出

すること。 

住民票の写し △ △ △ 

・原本（発行日から３か月以内

のもの）で、マイナンバーの

記載がないもの。 

・新築等の場合で、申請時に提

出していない場合のみ提出

すること。 

実績報告チェックシート ○ ○ ○ 
・市指定の  により提出する

こと。 

○：全員提出 △：該当する者のみ提出 －：提出不要 

 

８ 留意事項 

（１）財産管理について 

  補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用

を図らなければなりません。 

 

（２）太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等の報告について 

   法定耐用年数を経 するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の

実績について記録し、自家消費量に関する報告 （別記第６号  ）により毎年報告してくだ

さい。発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も めますので、モニ ー画面等を撮影

した写真やWEBサイトのデー 等は必ず保管しておいてください。 

   太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が 30％に満たない場合は、補助金の返

還を める可能性があります。 

（３）環境価値の取引の制限について 

  法定耐用年数を経 するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果

（環境価値）について J ｰクレジット制度への登録を行わないでください。 
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（４）財産の処分の制限について 

  補助事業により取得した設備（取得価格が 50万円以上のもの）について、処分の制限を受

けます。やむを得ず以下に定める処分制限期間内に財産処分を行う場合は、財産処分 認申請

 （別記第 12号  ）を市長に提出し、その 認を受けなければなりません。 

 

（５）  の整備保管について 

  補助金に係る  の保管期間については、以下のとおりです。（デー 保管が可能なものは、

デー で構いません。）。 

 

【財産の処分の制限を受ける期間及び  の保管期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般的な設備の法定耐用年数】 

○太陽光発電設備（自家消費型）：17年 

○蓄電池：6年 

○コージェネレーションシステム（エネファーム）：6年 

【問合せ先】 

〒642-8501 海南市南赤坂 11番地 海南市役所 環境課 

TEL: 073-483-8457  FAX: 073-482-0099 

Email: kankyo@city.kainan.lg.jp 
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海南市太陽光発電設備等設置事業補助金 よくある質問 

 

○補助金全般について 

問．複数の事業者から見積りをとる際、見積りはすべて県が実施する説明会を受講した事業者

からとる必要がありますか。 

答．見積はすべて県が実施する説明会を受講した事業者からとってください。 

和歌山県の HP で受講者リストを随時更新しています。 

 

問．補助金の申請は契約後でも問題ないですか。 

答．令和８年５月１日（海南市が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日）

以降に当該補助事業に係る契約を締結した場合であって、本市からの補助金の交付の決定

を受けた後に補助対象設備に係る工事に着工する場合は問題ありません。 

なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い等についても契約とみな

します。 

 

問．補助金の申請者と契約者及び支払者が異なりますが問題ないですか。 

答．補助金の申請者と契約者及び支払者は同一であることが必要です。 

 

問．国の補助金等との併用はできますか。 

答．本補助金は国費を充当しているため、同一の補助対象設備に対して、国費を充当した他の

補助金等との併用はできません。 

  【本補助金（太陽光発電設備及び蓄電池）と他の国の補助金等の併用について（例）】 

他の国の補助金等名称 併用可否 

再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギー

リソース導入支援等事業費補助金（DR リソース

導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業） 

併用不可 

子育てグリーン住宅支援事業（新築住宅） 併用可 

子育てグリーン住宅支援事業（リフォーム） 

子育てグリーン住宅支援事業から

当該蓄電池に係る補助を受けてい

ない場合は併用可 
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問．店舗（事務所）兼住宅に補助対象設備を設置する場合、本個人向け補助金に申請をするこ

とはできますか。 

答．事業者向けの補助金（和歌山県で実施）に申請してください。 

 

問．何をもって事業の完了となりますか。 

答．設備の引き渡し、設置事業者への支払い、建物登記（新築等の場合）、住民票の異動（新

築等の場合）の全ての完了をもって、事業の完了となります。また、系統連系を行う場合

は、原則として系統に対し電力の供給ができる状態であることが必要です。 

なお、電力会社に系統連系手続きの申し込みをしたうえで、連系手続きに時間を要するこ

とを電力会社との協議資料などで確認できる場合はこの限りではありません。 

 

問．これから住宅を新築する予定ですが、申請できますか。 

答．申請可能です。ただし、新築の場合であっても、期日までに事業を完了させ、実績報告を

行っていただくことが必要です。 

 

問．約束手形による支払いは補助対象となりますか。 

答．原則、支払いは銀行振込みとしてください。 

  約束手形や小切手による支払いは、補助対象として認められません。 

  

問．ローンやクレジットによる支払いは補助対象となりますか。 

答．原則、実績報告時までに支払いを完了していることが必要です。ただし、初めから設備が

申請者の所有となる場合に限り、ローンやクレジットによる支払いも補助対象として認め

ます。 

 

○補助対象設備について 

問．太陽光発電設備のみを設置する場合、補助対象となりますか。 

答．太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置することが要件となります。 

  

問．蓄電池のみを設置する場合、補助対象となりますか。 

答．太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置することが要件となりますので、補助対象外となり

ます。 

 

問．売電はできますか。 

答．本補助金を活用する場合、FIT・FIP 制度の認定を取得し売電することはできません。 

  FIT・FIP 制度の認定を受けずに売電することは可能ですが、太陽光発電設備で発電した

電力量の一定の割合（30%以上）を自家消費することが必要です。 
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問．太陽光発電設備の要件である自家消費率を達成できなかった場合、どうなりますか。 

答．達成できない場合は、補助金を返還していただく場合があります。自家消費見込を踏まえ

た規模にする等、過度な設置は控えてください。 

  なお、発電量、自家消費量及び売電量の実績について、報告を求める場合がありますので、

実績については必ず記録するとともに、モニター画面等を撮影した写真や WEB サイトの

データ等は必ず保管しておいてください。 

 

問．住宅の屋根以外（カーポートや物置等）に太陽光発電設備を設置する場合は補助対象とな

りますか。 

答．対象住宅の敷地内であればカーポートや物置等の屋根への設置も対象とします。ただし、

発電した電力は住宅部分で消費することが必要です。また、対象住宅の敷地内とは原則、

①②を満たすものとします。 

   なお、敷地内であることが分かる書類（公図や土地の登記事項証明書）を追加でご提出く

ださい。 

①登記事項証明書（土地）の地目が「宅地」であること。 

②対象住宅と一体的に利用される連続する土地であること。  

※設置場所と発電した電力を使用する住宅の間に、公道や畑等が含まれて分断されている

場合は、敷地内とみなしません。 

 

問．住宅用太陽光発電設備等共同購入事業との併用はできますか。 

答．本補助金の要件を満たす場合は、併用できます。また、共同購入事業であっても令和８年

５月１日（本市が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日）以降に当該

補助事業に係る契約を締結した場合であって、本市からの補助金の交付の決定を受けた後

に補助対象設備に係る工事に着工する場合が対象となります。必ず本市からの交付決定を

受けてから工事着手をするようにしてください。 

 

問．交付決定を受ける前に系統連系の申込みを行ってもよいですか。 

答．契約を前提とした系統連系の申込みであれば事業着手とみなします。補助金の手続きの流

れについては、申請の手引きをご確認ください。 

 

問．補助金の申請者と発電者（電力需給契約者）が異なりますが問題ないですか。 

答．補助金の申請者と発電者（電力需給契約者）は同一であることが必要です。 

 

問．可搬式（ポータブル）の蓄電池は補助対象となりますか。 

答．可搬式（ポータブル）の蓄電池は補助対象外となります。 

 


